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I　序

本稿の主目的は，社会保障の「世代間の負担平
準化」は社会厚生を改善する可能性があることを
理論的に示すことである。「賦課方式」の社会保
障は現在，「世代間移転（ゼロサム・ゲーム）」を
通じて「世代間格差」を引き起こしている。そし
て，この世代間移転は各世代の生涯賃金に対する
「賃金税」の性格をもち，社会厚生に歪み（ロ
ス）を発生させている。このため，Bohn〔1990〕
や Barro〔1995〕等の「課税平準化」と同様，社
会保障の「世代間の負担平準化」は社会厚生を改
善する可能性がある。
周知のとおり，我が国の社会保障は大きな転換
期に直面している。我が国は他の先進国に先駆け
て既に人口減少社会に突入し，引き続き，高齢化
の進展が予測されている。このため，社会保障の
持続可能性を確保する観点から，政府は経済財政
諮問会議等を中心にさまざまな社会保障改革を検
討し推進している。また同時に，「賦課方式」の
現行社会保障がもたらす世代間格差にも注目が高
まっている。
また，「賦課方式」の世代間移転としては年金
が代表となるが，医療・介護に関する支出は老齢
期に集中して発生する特性をもつ。したがって，
「賦課方式」では人口高齢化が進んだ時点での現
役世代に負担が集中する。これは，年金制度と全
く同じ構造である。ただし，医療・介護保険は単
なる所得移転と違い，サービスを提供する供給

側・需要側（医師・患者など）のモラルハザード
をどう抑制するかという視点が加わる。
このうち人口減少社会で特に問題となるのは，

社会保障の受益と負担の世代間格差である。そし
て，経済学的に関心があるのは次の問いであろ
う。すなわち，「（1）社会厚生上，賦課方式の社
会保障はどのくらいの歪み（ロス）をもたらして
いるか。（2）また，歪み（ロス）があるならばそ
の改善条件は何か。」という問いである。この問
いに対する本稿の回答は，次のとおりである。第
1に，賦課方式の現行社会保障がもたらす世代間
格差は，各世代の純負担の二乗に比例する社会的
厚生ロスを発生させている。また，第 2に，その
ロスの最小化条件は「世代間の負担平準化」であ
る（詳細は第 II章を参照）。
この考え方は，Bohn〔1990〕や Barro〔1995〕

等が指摘する「課税の平準化」の考え方と同じで
ある。すなわち，課税は労働供給等への影響を通
じてその税率の二乗に比例する社会的厚生ロスを
発生させるが，そのロス最小化の主な条件は「課
税の平準化」である。要するに，社会保障でも
「世代間の負担平準化」という考え方はそれと同
じことを主張することになる。ただ，社会保障に
おいて，この「世代間の負担平準化」という考え
方を明示的に理論化している文献を筆者は知らな
い。また，Bohn〔1990〕や Barro〔1995〕等の
「課税の平準化」は，AKモデル等の特定モデル
に依存し，そのミクロ的基礎付けが十分とはいい
難いものとなっている。このため，世代重複型・
動学マクロ経済モデルを構築し，「賦課方式」の
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社会保障がもたらしている社会的厚生ロスを最小
化するための条件（「世代間の負担の平準化」）に
ついて，そのミクロ的基礎付けを行いつつ，理論
的に導出する一定の意義はあると思われる。
ただ，厳密には社会保障が資本蓄積に与える影
響も分析を行う必要がある。なぜなら，麻生
〔2006〕が指摘しているように，賦課方式の社会
保障が抱える純債務は債務が暗黙であるだけで，
理論的には明示的な国債と変わらず，国債が資本
蓄積をクラウドアウトし，将来の産出量低下とい
う意味で，将来世代に負担を転嫁する可能性があ
るためである。しかし，その分析は議論を煩雑化
するため，本稿では小国開放経済を想定し，金利
は長期的に安定的とし，その考察まで立ち入らな
いものとする1）。
したがって，本稿では，まず第 II章で，世代
重複型の簡易な動学マクロ経済モデルを構築し，
「賦課方式」の現行社会保障がもたらす社会的厚
生ロスを最小化する条件（「世代間の負担平準
化」）を理論的に導出する。次に第 III章におい
ては，第 II章を踏まえ，高齢化進展段階での
「世代間の負担平準化」とその実現方法について
の考察を行い，第 IV章では具体的試算をみる。
そして，最後の第 V章においては，まとめと今
後の課題を述べる。

II 　世代間格差とその改善方法
　−世代間の負担平準化—

1�　基本モデル　−　世代間格差と社会的厚生ロス
の最小化　−　

本章では，まず，世代重複型の簡易な動学マク
ロ経済モデルを構築した上で，「賦課方式」の現
行社会保障がもたらす社会的厚生ロスを求め，そ
の最小化条件（「世代間の負担の平準化」）を理論
的に導出する。次にその条件の解釈を行う。
まず，理論分析のための世代重複型・動学マク
ロ経済モデルを構築する。論点を明確にするた
め，t期の利子率 rは一定で，一人あたり賃金成
長率 gt，人口成長率 ntは外生的に与えられてい
る経済を考える2）。また，この経済に登場する代

表的個人は 2期間生存する。t期に生まれた代表
的個人（以下「t世代」という）は t期（現役
期）と t＋1期（老齢期）を生き，各々の消費を
C1, t，C2, t＋1，t期の労働供給量を（1－ht）する
と，生涯の効用は以下の式で与えられるとする。
ただし，効用は C1,t，C2, t＋1に関して 1次同次と
する。

u(C1,t, C2, t＋1, ht) （1）　
次に，0期に「賦課方式」の社会保障を導入す
る。また議論を一般化するため，この社会保障
は，まず各 t期に，t世代に対して保険料 τtを課
しその納付額を（t－1）世代に所得移転する一方
で，各（t＋1）期には，t世代に対して前期の納
付額 τ tWt（1－ht）の ξ t＋1倍の給付を計画してい
るとする。このとき，t世代は，老齢期の給付と
現役期の保険料の組合せ（ξ t＋1，τt）を所与に，
賃金を Wt，貯蓄を Stとして，

C1, t＋S t＝(1－τt)Wt(1－ht)
C2, t＋1＝(1＋r)St＋ξt＋1τtWt (1－ht)

の予算制約の下で（1）式の効用を最大化する
とする。すると，この t世代の予算制約は，

C1,t＋C2,t＋1/(1＋r)＋(1－Θt)Wtht

　＝(1－Θt)Wt （2）　
Θt≡τt－ξ t＋1τt/(1＋r) （3）　
にまとめられる。また上記の前提から，t期の
社会保障の予算制約は以下の式となる。

ξ t τt－1Wt－1(1－ht－1)
　＝(1＋n t )τ tWt(1－ht) （4）　
ところで，（2）式と（3）式は重要な意味をも
つ。まず，（2）式は，「賦課方式」の社会保障
は，t世代の生涯賃金 Wt(1－ht）に「純税率」Θt

で課税し，世代間移転する仕組みであることを示
唆する。このため，労働供給への影響を通じて経
済に歪みを引き起こす。また，（3）式は，この
「純税率」Θtが現役期の負担から老齢期の給付を
差し引いた「純負担」の対生涯賃金比で，この世
代間移転が「ゼロサム的性質」をもつことを示唆
する。これは（4）式をもちいると，t世代の人
口を Ltとして，（3）式が次の（5）式を満たすこ
とから確認できる3）。この第 1項は 0世代以降の
純負担の和，第 2項は（－1）世代の純負担を表
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すが，（5）式はその合計が必ずゼロに等しくなる
ことを要請する。すなわち，得する世代がいれ
ば，損する世代がいることになる（図 1参照）。

　
（5）　

さらに，政府は（5）式の予算制約を所与とし
て，将来世代の総効用（ベンサム型）を一定の割
引率 Rで評価した以下の社会的効用関数の最大
化を目標とする。

　 （6）

さて，以上でモデル設定は整ったので理論分析
を行う。まず，各世代は（2）式を所与として，
（1）式の生涯効用を最大化するが，その条件は未
定乗数を λtとして以下となる。

　
（7）

　

すると，（2）式と（7）式から，C1,t，C2,t＋1と
htは (1－Θt)Wt，rの関数となるので，これらを
（6）式に代入して (1－Θt)Wt，rに関する間接的
社会厚生関数 Ũを求める。
次に，社会保障導入前と比較した Ũの変化分
を（2）式～（4）式をもちいて Θtで Taylor展開
すると，以下の近似式が導出できる（詳細は「小
黒・中軽米・高間〔2007〕補論 1」参照）。

　 （8）　

上式において，λtは消費 C1, tの限界効用，ま
た， は純負担 Θtに対する労働の限界
的減少分を表す。一般的に，社会厚生上，課税は
限界税率の二乗に比例する社会的厚生ロスを発生
させるが，それと同様，この式の第 1項は，「賦
課方式」の社会保障の導入は各世代の純負担 Θt

の二乗に比例するロスを発生させることを意味す

る。
ところで，政府は（5）式を所与として，（8）

式のロスを最小化すると，以下の関係式が導かれ
る（詳細は「小黒・中軽米・高間〔2007〕補論
2」参照）。

　 （9）　

ここで，α≡λt，β≡ ，γ≡ であ
り，これらは一定の値である。また，δ／L0は
（5）式の未定乗数であるが，L0は 0世代の人口
を表す。
さらに，この（9）式から，次の命題 1が成立

することを示すことができる（詳細は「補論」参
照）。なお，Θ̃は（8）式の Taylor展開による近
似が Θtの 3次のオーダーで成り立つ上限値とす
る。

［命題 1］　（8）式が成立する の制約の
もと， が成り立つ。 （10）　

2　解釈−「世代間の負担平準化」の重要性−
この命題 1は「世代間の負担平準化」を要請す

る。いま，「賦課方式」の現行社会保障は「世代
間移転（ゼロサム・ゲーム）」を通じて「世代間
格差」を引き起こしている。しかも，この世代間
移転は各世代の生涯賃金に対する「賃金税」の性
格をもつ。このため，Bohn〔1990〕や Barro
〔1995〕等の「課税平準化」と同様，社会厚生上
その歪みの最小化は，社会保障でも「世代間の負
担平準化」が望ましいと主張するものである。

図 1　世代間移転のゼロサム的性質
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さらに，この命題 1の意味を，現実の政治経済
的環境を念頭に考察してみたい。まず（3）式か
ら，0期に「賦課方式」の公的保険制度が導入さ
れると，（－1）世代は保険料の拠出をせずに給付を
受ける（この世代全体の純便益は (－(1＋r)Θ－1 

W－1(1－h－1)L－1)＝τ0W0(1－h0 ) L0である）。この
とき，（5）式の世代間移転は「ゼロサム的性質」
をもち，（－1）世代の純便益がプラスとなってい
るから，それを何らかの方法で取り返さない限
り，その分を後世代が負担しなければならないこ
とを意味する4）。また，現実の世界では，（－1）
世代に相当する世代の純便益の多くは既に享受さ
れてしまっているから，そのすべてをこれから回
収するのは政治経済的に困難となる。したがっ
て，この（－1）世代の純便益を，現在の老齢世
代も含め後世代がどう負担していくのかという議
論が重要となる。
この場合，（2）式から，その純負担は各世代に
おいて「純税率」Θtの賃金税のような性質をも
つが，（10）式は「各世代の負担は平準化するこ
とが望ましい」と主張する。すなわち，Bohn
〔1990〕や Barro〔1995〕等が提唱している「課
税平準化」と同様，「賦課方式」の社会保障でも
「世代間の負担平準化」の実現が望ましく，その
場合に社会的厚生ロスは最小化できることにな
る。しかもこのとき，世代間の公平性も実現でき
ることになる。

III 　高齢化進展段階での「世代間の負担平準化」
と実現方法

この章では命題 1を踏まえ，高齢化進展段階で
の「世代間の負担平準化」と実現方法に関する考
察を行う。
高齢化が進展していく段階では，明らかに人口
成長率 ntは一定ではない。これは t期の高齢化率
αtが Lt－1／(Lt－1＋Lt)＝1／ (2＋nt）と表現できるこ
とから明らかである。すなわち，人口成長率 nt

が低下しているから，高齢化率 αtは上昇してい
くのである。
この高齢化の進展段階において，命題 1が要請

する世代間の負担平準化の実現のためには，保険
料の経路をどう設定していくべきかみてみたい。
これは，各世代の純負担 Θtが一定値 Θとし，
（3）式に（4）式を代入した以下の（11）式をみ
ると分かる5）。

Θt≡τt－(1＋nt＋1)(1＋gt＋1 ) τt＋1／ (1＋r)

　　＝Θ （11）　
この（11）式は，τtの差分方程式となっている
ため，これをフォーワードの形で解くと，Θtが
一定値 Θのケースにおいて，τtは次の式を満た
す。

　 （12）　

この（12）式は，「賦課方式」での保険料の最
適経路｛ τt｝を表す。これは，一人あたり賃金成
長率 gtが一定のケースにおいては，人口成長率
ntが低下していく段階では，「賦課方式」での保
険料を低下させていくことが望ましいことを意味
する6）。
ただ，この場合，人口成長率 ntに合わせて，
単に現役世代の保険料を低下させると，高齢世代
の社会保障給付が削減され，その公的保険機能が
縮小していく。このとき，各世代は自ら老齢期に
必要となる貯蓄を行うことでその縮小分を補完す
るか，または民間保険で代替可能なら，これは特
に問題とならない。だが，老齢期に必要な貯蓄を
せず生活保護の対象となるケース（モラルハザー
ドを含む）や，Rothschild‒Stiglitz〔1976〕等が
指摘するいわゆる「逆選択」の問題などが重要で
ある場合は，別の解決策を模索する必要がある。
この解決策の一つとしては，Fukui‒Iwamoto

〔2006〕等が提唱するように，「賦課方式」の公的
保険制度に，政府が「積立方式（強制貯蓄型の公
的保険勘定）」を補完的に導入することが考えら
れる。そもそも，社会保障が「積立方式」なら
ば，t期生まれ世代の予算制約式（2）式で，そ
の「純税率」Θtはゼロとなる。このため，「積立
方式（強制貯蓄型の公的保険勘定）」の補完的導
入は，社会厚生上のロスを追加的に発生させない
ことになる。
この「積立方式」の補完的導入が意図する目的
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は，現行「賦課方式」となっている社会保障を
「修正賦課方式」に改良し，「世代間の負担平準
化」を行うことで達成できる。以下，この意味に
ついて第 II章 1の修正モデルで確認してみよう。
まず，第 II章 1では「賦課方式」の社会保障
を想定していたが，ここでは賦課方式に積立勘定
を補完的に導入した「修正賦課方式」の社会保障
を考える。
具体的には，この社会保障は，まず各 t期に，t

世代に対して保険料 τtを課しその納付額の一部7）

を（t－1）世代に所得移転する一方で，各（t＋
1）期には，t世代に対して前期の納付額 τtWt (1－
ht）の ξ t＋1倍の給付を計画する。また，各（t＋
1）期において，前期の納付総額 τt Wt (1－ht)Ltの
at＋1／τt倍の積立（at＋1がマイナスのときは取崩
し）を計画する。
このとき，t世代の予算制約は（2）式・（3）
式と同型となるが，（t＋1）期での社会保障の予
算制約式は以下の（13）式のようになる。

τt＋1Wt＋1(1－ht＋1)Lt＋1

　　＝ξt＋1τtWt(1－ht)Lt＋at＋1Wt(1－ht)Lt （13）　
ただ，政府部門の通時的予算制約で，積立勘定
は長期的にゼロとなる必要があるので，各期の積
立 At＋1≡at＋1Wt(1－ht)Ltについて以下の関係式が
成立する必要がある。

　 （14）　

すると，（3）式と（14）式から，各世代が直面
する「純税率」を Θtとして，この「修正賦課方
式」の社会保障でも以下の関係式を導くことがで
きる。

　
（15）　

この（15）式は第 II章 1の（5）式と同型であ
る。すなわち，これは，「修正賦課方式」の世代
間移転も「賦課方式」の世代間移転と同様，「ゼ
ロサム的性質」をもつことを表す。なお，これは
そもそも，「修正賦課方式」は「賦課方式に，社
会的厚生ロスを追加的に発生させない積立方式を
補完導入したもの」であることから，直感的には

明らかである。
そして，（15）式が（5）式と同型であり，各世

代の予算制約も第 II章 1の（2）式・（3）式と同
型であることから，この後の議論は第 II章 1と
全く同じとなる。
このため，政府は（15）式を所与として（8）

式のロスを最小化すると，（10）式と同様，Θt＋1

＝Θtという条件を導くことができる。
これは，「修正賦課方式」の社会保障も，「世代

間の負担平準化」の実現が望ましく，その場合に
社会的厚生ロスは最小化できることを意味する。
このとき，各世代の純負担 Θtが一定値 Θである
として（3）式に（13）式を代入すると，以下の
（16）式を得る8）。

Θt≡τt－[(1＋nt＋1)(1＋gt＋1)τt＋1－at＋1]／(1＋r)

　　＝Θ （16）　
この（16）式をフォーワードの形で解くと，Θt

が一定値 Θのケースにおいて，τtは次の式を満
たす。

　 （17）　

この（17）式は，「修正賦課方式」での保険料
の最適経路｛ τt｝を表す。この式の第 1項は
（12）式と同じであるが，第 2項に積立の経路
｛ at｝が加わっている9）。このため，うまく積立の
経路｛ at｝を選択すれば，保険料 τtは一定にでき
る。つまり，一人あたり賃金成長率 gtや人口成
長率 ntの変動による第 1項の変化を打ち消すよ
うに，積立の経路｛ at｝を選択すればよい10）。こ
のため，次の命題 2が成り立つ。なお，本稿での
「同等政策」とは，第 II章のモデル上，互いの政
策が各世代の意思決定に同等の影響を及ぼすこと
をいう。

［命題 2］　命題 1（世代間の負担平準化）
は ,現行賦課方式のもとでは (12)式 ,また修
正賦課方式のもとでは (17)式によって実現
でき ,それらは「同等政策」である。
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なお，この命題 2は，世代間の負担平準化を実
現するためには，人口成長率の変動に応じて適切
にコントロール可能な政策手段を政府が一つもつ
ことが重要であることを示唆する。この政策手段
とは，賦課方式の場合は（12）式から導かれる
「保険料」の経路であり，（保険料一定の）修正賦
課方式の場合は（17）式から導かれる「積立」の
経路である。

IV　具体的試算

この章においては，人口成長率の簡易数値例を
もちいて，一時的な人口変動ショックが社会保障
における各世代の純負担に与える影響を考察し，
これまで議論した「世代間の負担平準化」の有効
性を具体的にみてみよう。
まず，議論を単純化するため，金利 rや一人あ
たり賃金成長率 gは一定であり，年率換算で 4％
と 1％とする。このとき，1期間を 30年とする
と，1期間で r＝224％，g＝35％となる。また，
社会保障制度を第 0期に導入し，その期の第 0世
代が負担する保険料 τ0を 10％とする。この設定
のもと，（12）式や（17）式等をもちいて，以下
の 4方式（①～④）に従う社会保障における各世
代の純負担などを試算する。なお，命題 2から③
と④は同等政策となっている。
［賦課方式］
①　保険料固定方式
②　給付固定方式
③ 　世代間の負担平準化（（12）式で保険料の
経路を決定）

［修正賦課方式］
④ 　世代間の負担平準化（（17）式で保険料一
定となる積立の経路を決定）

さらに，一時的人口変動ショックが各世代の純
負担に与える影響をみるため，人口成長率の数値
例を以下のように設定する。

0期 1期 2期 3期 4期以降

人口成長率 －10％ 50％ －10％ －70％ －10％

さて，以上の前提に基づき，まずは 1期と 3期

に人口成長率ショックがある「数値例」と（12）
式・（17）式等をもちいて，①から④の世代別・
純負担を試算した結果が表 1である11）。
この表をみると，この設定では 0期に社会保障
を導入したので，（－1）世代は負担なしに給付を
受けることから，（－1）世代の純負担は①から④
のどのケースもマイナス（－3. 7％）となってい
る。また，「世代間の負担平準化」を行っていな
い①（保険料固定）と②（給付固定）のケースで
各世代の純負担は大きく変動している。他方，負
担平準化を行っている③（賦課方式での負担平準
化）と④（修正賦課方式での負担平準化）のケー
スでは第 0世代以降の純負担はすべて一定
（5. 3％）となっており，「世代間公平」が達成さ
れている。
すなわち，社会保障が抱える問題点は，現行制
度が一時的な人口変動ショックに対して脆弱とな
っており，その影響を特定世代に負担させる仕組
みとなっている。したがって，一時的な人口変動
ショックに頑健な制度を構築するには，そのショ
ックを複数の世代に分散させる必要があることを
示唆する。
特に以下の点は示唆的である。まず，①（保険
料固定）のケースでは，老齢期に正の人口成長率
ショックに直面する第 0世代で給付は増加し純負
担は低下するものの，負のショックに直面する第
2世代で給付は減少し純負担は増加する仕組みと
なっている。他方，②（給付固定）のケースで
は，第 1世代で保険料は低下し純負担は低下する
ものの，第 3世代で保険料は増加し純負担は増加
する仕組みとなっている。さらに，③（賦課方式
での負担平準化）と④（修正賦課方式での負担平
準化）のケースでは第 0世代以降の純負担はすべ
て一定となるが，③（賦課方式での負担平準化）
の保険料と給付は人口成長率ショックに応じて変
動する。例えば，③のケースにおいて，老齢期に
負の人口変動ショックに直面する第 2世代で給付
（社会保障の公的保険機能）が低下している。も
し，この変動が「逆選択」等との関係で重要な問
題ならば，前章で議論したように，③の賦課方式
に「世代間の負担平準化」のための積立勘定を補
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完導入し，修正賦課方式化すればよい。これが④
のケースである。実際，④（修正賦課方式での負
担平準化）のケースは，人口成長率の変動に応じ
て適切な積立や取崩しを行うことで12），純負担だ
けでなく，1世代以降の保険料や給付も一定にし
ている。
以上から，社会的厚生の歪み（ロス）を最小化
し，人口変動に頑健な社会保障制度を構築するに
は， 「世代間の負担平準化」の観点から，③また
は④などの方法によって，一時的な人口変動ショ
ックの影響を複数の世代に分散させることが有効
となる。

V　まとめと今後の課題

本稿では，社会保障の「世代間の負担平準化」
は社会厚生を改善する可能性があることを理論的
に示すとともに，具体的試算として，保険料固定
方式の「賦課方式」等との比較で，一時的な人口
変動ショックが社会保障における各世代の純負担
に与える影響を考察し，「世代間の負担平準化」
の有効性を確認した。
その際，明らかになったことは主に以下の 3点
である。
第 1は，「賦課方式」の現行社会保障は，「世代
間移転（ゼロサム・ゲーム）」を通じて「世代間
格差」を引き起こしているが，この世代間移転は
各世代の生涯賃金に対する「賃金税」の性格をも

ち，社会厚生に歪み（ロス）を発生させている。
このため，Bohn〔1990〕や Barro〔1995〕等の
「課税平準化」と同様，社会保障の「世代間の負
担平準化」は社会厚生を改善する可能性がある。
第 2は，他の先進国に先駆けて人口減少社会に

突入した我が国において，その社会保障が抱える
問題点は，現行制度が一時的な人口変動ショック
に対して脆弱となっており，その影響を特定世代
に負担させる仕組みとなっている。したがって，
一時的な人口変動ショックに頑健な制度を構築す
るには，そのショックを複数の世代に分散させる
必要がある。
第 3は，「世代間の負担平準化」を行う場合，

人口減少社会では，「賦課方式」部分の保険料は
人口成長率の低下に応じて低下させていく必要が
ある。これは社会保障が担う公的保険機能の縮小
を意味するが，それが「逆選択」等との関係で重
要な問題であるならば，それを回避する観点か
ら，現在「賦課方式」の社会保障に「世代間の負
担平準化」のための積立勘定を補完的に導入すれ
ば，現行制度が引き起こしている「世代間格差」
の改善が可能である。
ただし，「世代間公平」達成の過程には，さま

ざまな政治経済的ハードルが想定される。このた
め，その達成に向けた財政運営の仕組みの確立は
極めて重要である。そして， 他の先進国に先駆け
て人口減少社会に突入したいまこそ，我々の「民
主主義の成熟度」と「世代責任」が問われてお

表 1　「数値例」の世代別・純負担

注） 　人口成長率 ntは，t世代人口を Ltとして「nt≡Lt／Lt－1－1」を表す（注 2参照）。また，積立は 0世代の生涯賃金の合計を 1に基
準化したもの。

世代 人口
成長率

現役
人口

老齢
人口

賦課方式 修正賦課方式

①保険料固定 ②給付固定 ③負担平準化 ④負担平準化

保険料 給　付 純負担 保険料 給　付 純負担 保険料 給　付 純負担 保険料 うち積立 給　付 純負担

－1 − 100 − 0.0％ 3.7％ －3.7％ 0.0％ 3.7％ －3.7％ 0.0％ 3.7％ －3.7％ 0.0％ 0.0％ 3.7％ －3.7％

0 －10％ 90 100 10.0％ 6.2％ 3.8％ 10.0％ 3.7％ 6.3％ 10.0％ 4.7％ 5.3％ 10.0％ 4.8％ 4.7％ 5.3％

1 50％ 135 90 10.0％ 3.7％ 6.3％ 6.0％ 3.7％ 2.2％ 7.6％ 2.4％ 5.3％ 10.0％ －3.3％ 4.7％ 5.3％

2 －10％ 122 135 10.0％ 1.2％ 8.8％ 10.0％ 3.7％ 6.2％ 6.3％ 1.0％ 5.3％ 10.0％ －11.3％ 4.7％ 5.3％

3 －70％ 36 122 10.0％ 3.7％ 6.3％ 30.0％ 3.7％ 26.0％ 8.4％ 3.1％ 5.3％ 10.0％ －3.3％ 4.7％ 5.3％

4 －10％ 33 36 10.0％ 3.7％ 6.3％ 10.0％ 3.7％ 6.2％ 8.4％ 3.1％ 5.3％ 10.0％ －3.3％ 4.7％ 5.3％

5 －10％ 30 33 10.0％ 3.7％ 6.3％ 10.0％ 3.7％ 6.2％ 8.4％ 3.1％ 5.3％ 10.0％ －3.3％ 4.7％ 5.3％
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り，その仕組みの本格的検討を開始すべき段階に
きていると思われる。
なお，最後に，社会保障に関する「世代間の負
担平準化」について，筆者の考える今後の課題に
ついて 3点ほど言及しておきたい。
第 1は，社会保障の公的保険機能縮小と「逆選
択」等の問題との関係である。本稿の命題 2によ
ると，仮にこの問題が重要であるならば，「修正
賦課方式」を選択すればよいことになるが，本稿
のモデルにおいては，「賦課方式」との選択との
関係で，どちらが望ましいのかまで踏込んでモデ
ルの構築を行い，分析を行っていない。このた
め，この点については今後の課題としたい。
第 2は，社会保障の純債務が資本蓄積に与える
影響である。麻生〔2006〕 等が指摘しているよう
に，純債務は債務が暗黙であるだけで，理論的に
は通常の国債と変わらず，国債が資本蓄積をクラ
ウドアウトし，将来の産出量低下という意味で，
将来世代に負担を転嫁する可能性がある。この点
も踏まえ，第 II章のモデルに資本蓄積の動学を
組込み，その場合に各世代の純負担の経路がどう
変化するのか分析を行う意義は大きいと思われ
る。なお，閉鎖系経済のケースにおけるこの影響
について，小黒・高間〔2007〕は，人口減少期に
ある世代は，一人あたり資本蓄積が上昇し賃金率
も高まるため，賦課方式の社会保障を通じて，人
口減少期の世代には少し重い負担をさせてもよい
可能性を明らかにしている。だが，これは閉鎖経
済のもので，多くの先進国に該当する大国開放経
済のケースまで分析を行うことができておらず，
その点との関係については今後の課題としたい。
第 3は，現在の社会保障がマクロ・ミクロ両面
で抱える諸問題と，「世代間公平」との関係につ
いての考察である。例えば，佐藤〔2005〕では医
療保険制度のガバナンス強化の観点からその保険
者機能の強化と管理競争を提言している。「公
平」かつ「効率」的な社会保障の構築には，「世
代間公平」の問題も含め，経済学的観点から，引
き続き，マクロ・ミクロ両面の分析が必要であ
る。この点について，本稿では十分な分析を行う
ことができているとはいい難く，それも今後の課

題としたい。

補論
（8）式が成立する の制約のもと，最適化
条件の（9）式を考える。
まず，仮に R＞rであると，（9）式から
のため，この制約を満たさない。次に，R＜rで
あると，それも矛盾する。これは次のように確か
めることができる。
まず，小黒・中軽米・高間〔2007〕補論（A4）
式・（B9）式から，以下が成り立つ。
　  （C1）　
ところで，この（C1）式の左辺 は正値で
あるため，ある sに対して，Θs＞0が成り立つ
と，βは正値となる。（仮に，Θs＞0を満たすあ
る sが一つも存在しないならば，（5）式の左辺は
負値となることから，（5）式の等号は成立しな
い。）このため，これと（C1）式から，以下が要
請される。
　  （C2）　
だ が，（9） 式 に お い て，R＜rで あ る と

のため，これは（C2）式と矛盾
する（なお，（1）式の生涯効用が消費の増加関数
で上に凸である場合，αと γは正値となる）。
以上から， の制約のもと，（9）式を満た
す条件として R＝rが求まる。

（平成 19年 11月投稿受理）
（平成 20年 5月採用決定）
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注
 1） 　小黒・高間〔2007〕は，資本蓄積を内生化し
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た閉鎖系経済において，世代間公平の観点か
ら，人口変動ショックと世代間移転との関係を
分析している。この論文は，人口減少期にある
世代は，一人あたり資本蓄積が上昇し賃金率も
高まるため，賦課方式の社会保障を通じて，人
口減少期の世代には少し重い負担をさせてもよ
い可能性があることを明らかにしている。

 2） 　本稿における「人口成長率」は，「世代人
口」の成長率を表す。すなわち，人口成長率 nt

は，t世代人口を Ltとして「nt≡Lt／Lt－1－1」で
定義される。

 3） 　モデル上，「動学的効率性条件（r＞ g＋n）」
を満たすとする。また，（－1）世代は負担なし
に受給を受け取ることから，(1＋r)Θ－1W－1(1－
h－1)L－1≡－τ0W0(1－h0)L0は負値とする。

 4） 　これは，麻生〔2006〕も指摘するように，
「賦課方式の収益率が低いのは，制度発足時の
老齢世代が負担なしに給付のみを受け，それを
後世代が負担しているからである」ということ
を意味する。すなわち，この負担分がある限
り，賦課方式と積立方式を比較して，積立方式
の方が有利であるという見方は正しくない。

 5） 　一定値Θは次のように求まる。（4）式と，小
黒・中軽米・高間〔2007〕補論（A4）式・
（B9）式から ξt＋1τtWt＝(1＋nt＋1)τt＋1Wt＋1が成立
する。これと（5）式から

を得る。
 6） 　一人あたり賃金成長率 gtと人口成長率 ntが一
定のとき，保険料 τtは一定の正値 (－Θ－1)とな
る。これは次のように確認できる。まず後世代
の純負担が一定値 Θとすると，（5）式から Θ＝
－(r－g－n)Θ－1／(1＋r－g－n)となる。これは公
的保険制度に積立金がないとすると，プライマ
リーバランス上，（－1）期の純債務 Θ－1W－1(1
－h－1)L－1が発散しないように，後世代がその
利払い相当分（金利－成長率＝r－g－n）を負担
する必要があることを意味する。そして，この
場合は（12）式から，保険料 τtは一定値 (－Θ－1)
となる。

 7） 　（t－1）期における（t－1）世代の納付額 τt－

1Wt－1(1－ht－1)の ξt倍。
 8） 　注 5同様，一定値 Θは次のように求まる。
（13）式と，小黒・中軽米・高間〔2007〕補論
（A4）式・（B9）式と同様の議論から ξt＋1τtWt＝

(1＋nt＋1)τt＋1Wt＋1－at＋1Wtが成立する。これと
（15）式から注 5と同値を得る。

 9） 　積立の経路｛ at｝は，（14）式から，
を満たす必要がある。

10） 　一般的には（16）式から，τtが一定値 τのとき，
at＋1＝(1＋r)Θ－[(1＋r)－(1＋gt＋1)(1＋nt＋1)]τ≒
(1＋r)Θ－(r－gt＋1－nt＋1)τを得る。このため，gt

が一定ケースでは，たとえば，人口成長率 ntが

高い（高齢化率が低い）ときは積立をし，人口
成長率 ntが低い（高齢化率が高い）ときにはそ
の積立を取り崩せばよい。

11） 　表 2の試算の概要は以下のとおりである。ま
ず，③の「世代間の負担平準化」のケースは，
（11）式より「Θt≡τt－(1＋nt＋1)(1＋gt＋1)τt＋1／(1
＋r)」が成立する。この関係で，試算の簡略化
のため，①の「保険料固定方式」は，この式を
もちいて，保険料 τt＝τ0＝10％として純負担を
定める方式としている。この場合，（－1）世代
は現役期に負担せず，老齢期に給付のみ受ける
ので，純負担は－3. 7％ [＝0－(1－0. 1)×(1＋
0. 35)×0. 1／(1＋2. 24)]と計算される（n0＝－
10％，g＝35％，r＝224％）。
また，同様に，②の「給付固定方式」は，上
式で，(1＋nt＋1)(1＋gt＋1)τt＋1／(1＋r)部分が（－
1）世代への給付水準（3. 7％）と同じとなるよ
うに保険料 τtの経路を定める方式としている。
なお，③の「世代間の負担平準化」の保険料

τtの経路は，注 5の Θと，（12）式から試算さ
れる。また，④の「世代間の負担平準化」の積
立経路 atは，保険料 τt＝τ0＝10％として，注 8
の Θと，注 10から試算される。

12） 　この積立経路は（14）式を満たす。
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